












平成 26 年 4 月 8 日 

別表Ｈの簡素化のご提案 

中田ちず子 
 
（提案） 
公益目的取得財産残額を求め、そこから公益目的保有財産を差し引いて公益目

的増減差額を求めるのはいかがでしょうか。 
 
公益目的増減差額をまず求めて、公益目的保有財産を加算して公益目的取得財産残額を求

める現在の別表Ｈ（１）は、認定規則 48③に基づくものですが、公益目的増減差額の計算

に当たり 10 欄と 19 欄（公益目的保有財産調整額 認定規則 48③二ニ）が非常にわかりに

くくなっています。 
 
前期末の公益目的取得財産残額（公益目的増減差額＋公益目的保有財産）に 10 欄と 19 欄

を除外した公益目的取得財産残額の増減（10 欄と 19 欄を除く 3 欄~13 欄と 15 欄~19 欄）

を加減して当期末公益目的取得財産残額を求め、ここから別表Ｃ（２）Ａで求められる当

期末公益目的保有財産 21欄を差し引いて当期末公益目的増減差額を求めると正味財産増減

計算書との関係性も理解できます。 
 

 
なお、認定規則 26 条 5 号により公益目的保有財産以外の財産とした公益目的保有財産の

額に相当する財産は、公益目的事業財産の額とされるところ、当該金額が公益目的増減差

額の減少として計算される結果となりますが、当該金額は、正味財産増減計算書では他会

計振替額で表現されます。収益費用の差額にこれを加算した額を公益目的取得財産残額の

増加とすれば問題ないと考えます。 
 また、認定規則 48 条 3 項１号チ、同２号ニの規定との関係ですが、あくまで目的は公

前期末公益目的取得財産残額 
＋（10 を除く 14＝当期公益目的取得財産増加） 
－（19 を除く 20＝当期公益目的取得財産減少） 
＝当期末公益目的取得財産残額（24） 
 
当期末公益目的保有財産（21）別表Ｃ（2）Ａより 
 
当期末公益目的取得財産残額（24）－当期末公益目的保有財産（21）＝当期末公益目的

増減差額 

資料１－１ 



益目的財産残額を求めることにあり、認定規則 48 条 3 項は公益目的増減差額の求め方を定

めているのであるから検証としてこの計算をすればよいと考える。認定規則 48 条 2 項は公

益目的財産残額は公益目的増減差額と公益目的保有財産の合計であるということを定めて

いるにすぎず、認定規則 48 条 3 項で公益目的増減差額を求めて、それに公益目的保有財産

を加算するというアプローチを強制するものではないとは読めないでしょうか。 
 
前期末残高 ①公益目的財産残額

120 
公益目的保有財産額

100 
公益目的増減差額 20 

当期正味財産増減    
 収益 200   
 費用 170   
 差引 30   
 他会計振替 10   
 ②公益目的財産残額

増加 40 
公益目的保有財産増

加 40 
増加 40 

 他会計振替△20   
 正味財産増加 20   
   公益目的保有額（当

期末－前期末）△40 
当期末残高 ①+②公益目的財産

残額 160 
公益目的保有財産額

140 
公益目的増減差額 20 

 
 
 
 


































































